
提

出

者

保

坂

展

人

平
成
十
三
年
四
月
十
八
日
提
出

質

問

第

五

六

号

ケ
ニ
ア
共
和
国
、
ソ
ン
ド
ゥ
・
ミ
リ
ウ
水
力
発
電
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

56



ケ
ニ
ア
共
和
国
、
ソ
ン
ド
ゥ
・
ミ
リ
ウ
水
力
発
電
事
業
に
関
す
る
質
問
主
意
書

現
在
、
ケ
ニ
ア
共
和
国
西
部
キ
ス
ム
地
方
の
ソ
ン
ド
ゥ
川
に
お
い
て
流
れ
込
み
式
の
発
電
所
、
ソ
ン
ド
ゥ
・
ミ
リ
ウ
水
力
発

電
建
設
事
業
が
進
ん
で
い
る
。
本
発
電
事
業
は
、
国
際
協
力
事
業
団
（JIC

A

）
の
支
援
に
よ
っ
て
一
九
八
五
年
に
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
が
作
成
さ
れ
た
「
ソ
ン
ド
ゥ
川
多
目
的
開
発
計
画
」
の
中
で
最
初
に
実
施
さ
れ
る
事
業
で
あ
り
、
旧
海
外
経
済
協
力
基

金
（
現
在
、
国
際
協
力
銀
行
）
に
よ
っ
て
一
九
八
九
年
十
月
に
は
技
術
協
力
の
所
要
資
金
と
し
て
六
億
六
千
八
百
万
円
、
一
九

九
七
年
三
月
に
は
第
一
期
分
の
調
達
資
金
と
し
て
六
十
九
億
三
千
三
百
万
円
の
借
款
契
約
が
調
印
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
国
際

協
力
銀
行
は
さ
ら
に
追
加
の
百
六
億
円
の
借
款
供
与
を
検
討
中
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
本
事
業
に
対
し
て
、
地
域
住
民
及
びN

G
O

か
ら
強
い
懸
念
の
声
が
出
さ
れ
て
お
り
、
事
業
が
む
し
ろ
地
域
を

貧
困
化
さ
せ
て
い
る
と
の
声
も
あ
る
。
一
方
、
重
債
務
国
で
あ
り
拡
大H

P
IC
s

対
象
国
で
あ
る
ケ
ニ
ア
へ
の
新
規
円
借
款
供

与
に
関
し
て
も
疑
問
の
声
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
政
府
開
発
援
助
が
十
分
な
透
明
性
と
説
明
責
任
を
確
保
し
、
人
権
を
尊
重

し
、
十
分
な
社
会
・
環
境
配
慮
と
住
民
参
加
の
も
と
に
進
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
貧
困
削
減
に
寄
与
す
る
た
め
に
供
与

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
の
視
点
に
お
い
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

日
本
政
府
に
よ
る
支
援
に
つ
い
て

一



（
�
）

本
事
業
へ
の
政
府
か
ら
の
支
援
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
に
、
何
の
た
め
に
ど
れ
だ
け
の
金
額
が
使
わ
れ
て
い
る
の

か
、
項
目
ご
と
に
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

今
後
、
政
府
の
支
援
は
ど
の
部
分
に
ど
れ
だ
け
の
金
額
が
使
わ
れ
る
予
定
な
の
か
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

二

河
川
の
転
流
に
よ
る
流
量
変
化
に
つ
い
て

一
九
八
五
年
十
二
月
国
際
協
力
事
業
団
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
『
ソ
ン
ド
ゥ
川
水
力
発
電
開
発
計
画
調
査
書

主
報
告

書
』
に
よ
る
と
ソ
ン
ド
ゥ
川
の
一
九
四
六
年
か
ら
一
九
八
三
年
ま
で
の１

JG
１

測
水
所
に
お
け
る
月
平
均
流
量
の
平
均
値
は

四
十
一
・
五
九
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
と
な
っ
て
い
る
。
ソ
ン
ド
ゥ
・
ミ
リ
ウ
水
力
発
電
に
必
要
な
水
量
は
四
十
立
方
メ
ー
ト

ル
毎
秒
で
あ
る
か
ら
、
ソ
ン
ド
ゥ
川
の
流
量
の
ほ
と
ん
ど
は
発
電
用
に
取
水
堰
か
ら
導
水
管
を
通
っ
て
発
電
に
使
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
特
に
一
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
の
乾
季
お
よ
び
十
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
の
少
雨
季
の
間
、
六
ヶ
月
間
は
川

の
流
量
が
大
幅
に
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
�
）

取
水
堰
か
ら
発
電
に
利
用
さ
れ
た
水
が
ソ
ン
ド
ゥ
川
の
本
流
に
戻
さ
れ
る
ま
で
の
約
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ

て
、
ソ
ン
ド
ゥ
川
の
生
態
系
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
影
響
に
つ
い
て
の
分
析
が
あ
れ
ば

示
さ
れ
た
い
。

二



（
�
）

流
量
の
減
少
に
よ
っ
て
ソ
ン
ド
ゥ
川
の
生
態
系
に
及
ぼ
す
各
々
の
影
響
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
緩
和
策
が
取
ら

れ
て
い
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

一
九
九
一
年
七
月
に
日
本
工
営
株
式
会
社
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
『
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
報
告
書
』
に
は
ソ
ン

ド
ゥ
川
を
遡
上
す
る
魚
種
バ
ル
バ
ス
（B
a
rb
u
s

）
と
ラ
ベ
オ
（L

a
b
e
o

）
は
三
十
年
に
わ
た
る
乱
獲
の
た
め
絶
滅

し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
あ
る
が
、
一
九
八
五
年
十
二
月
の
『
ソ
ン
ド
ゥ
川
水
力
発
電
開
発
計
画
調
査
書
第
六
巻

社

会
経
済
及
び
環
境
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
書
』
に
よ
る
と
ア
レ
ス
テ
ス
（A

le
ste
s

）
、
ク
ラ
リ
ア
ス

（C
la
ria
s

）
、
シ
ル
ベ
（S
ch
ilb
e

）
も
洪
水
時
に
川
を
遡
上
す
る
魚
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
魚

種
に
は
ど
の
よ
う
な
影
響
が
予
測
さ
れ
て
い
る
の
か
根
拠
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

ま
た
、
そ
の
影
響
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
緩
和
策
が
取
ら
れ
て
い
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

一
九
九
一
年
七
月
の
『
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
報
告
書
』
に
よ
る
と
、
ケ
ニ
ア
の
水
資
源
開
発
省
（T

h
e
M
in
istry

o
f
W
a
te
r
D
e
v
e
lo
p
m
e
n
t

）
の
基
準
に
よ
り
流
域
住
民
の
水
利
用
の
た
め
に
四
・
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の
水
を

取
水
堰
の
下
流
に
流
す
必
要
が
あ
る
が
、
ニ
ャ
カ
チ
水
供
給
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
改
善
、
お
よ
び
ソ
テ
ィ
ッ
ク
水
供
給

の
拡
大
に
よ
り
流
域
住
民
に
は
飲
料
水
の
供
給
が
可
能
に
な
る
た
め
、
飲
料
水
用
の
四
・
〇
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒
の

三



水
は
流
す
必
要
が
な
い
、
と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
水
供
給
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

大
幅
に
流
量
が
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
ソ
ン
ド
ゥ
川
の
中
流
に
は
、
オ
デ
ィ
ノ
の
滝
と
呼
ば
れ
る
地
元
住
民
に

と
っ
て
文
化
・
宗
教
的
に
重
要
な
場
所
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
滝
を
保
護
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
措
置
が
取

ら
れ
る
予
定
か
、
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

こ
の
滝
の
周
辺
を
生
息
地
と
す
る
生
物
及
び
微
生
物
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
影
響
が
あ
る
の
か
。
影
響
を
受
け

る
具
体
的
な
生
物
名
・
微
生
物
名
を
あ
げ
る
と
と
も
に
こ
れ
ら
に
対
す
る
影
響
を
示
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
影
響
な
し

と
す
る
場
合
、
そ
の
理
由
を
定
量
的
な
デ
ー
タ
や
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

当
方
が
入
手
し
た
情
報
に
よ
る
と
、
大
幅
な
流
量
変
化
が
予
測
さ
れ
る
ソ
ン
ド
ゥ
川
の
流
域
の
住
民
は
、
工
事
が

始
ま
っ
て
二
年
以
上
た
っ
た
今
も
流
量
変
化
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
と
聞
い
た
。
事
業
開
始
前
に
、
川
の
流

量
変
化
に
つ
い
て
な
ど
地
元
住
民
に
説
明
が
な
さ
れ
た
の
か
。

三

事
業
に
伴
う
立
ち
退
き
等
に
つ
い
て

（
�
）

当
方
が
入
手
し
た
情
報
に
よ
る
と
、
立
ち
退
き
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
地
元
住
民
は
こ
れ
ま
で
の
生
活
を
継
続
す
る

た
め
に
適
切
な
代
替
地
を
提
示
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
政
府
の
事
業
だ
と
い
う
こ
と
で
強
制
的
に
立
ち
退
き
を
強
い

四



ら
れ
た
。
さ
ら
に
土
地
の
買
い
上
げ
価
格
（
四
〇
〇
〇
〇K
sh
s/h
a

）
は
新
し
い
土
地
を
買
う
の
に
十
分
な
金
額

（
六
五
〇
〇
〇K

sh
s/h
a

）
で
な
い
な
ど
、
不
当
な
立
ち
退
き
が
進
め
ら
れ
た
と
聞
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
四

月
二
日
の
外
務
省
資
料
『
対
ケ
ニ
ア
円
借
款
「
ソ
ン
ド
ゥ
・
ミ
リ
ウ
水
力
発
電
計
画
」
』
に
よ
る
と
「
住
民
移
転
へ

の
補
償
に
あ
た
っ
て
は
適
正
に
土
地
、
作
物
、
建
築
物
の
価
格
が
計
算
さ
れ
、
市
場
よ
り
優
遇
さ
れ
た
価
格
に
基
づ

い
て
土
地
所
有
者
と
の
交
渉
が
行
わ
れ
た
」
と
あ
る
。
立
ち
退
き
の
現
状
と
外
務
省
資
料
報
告
の
違
い
を
ど
う
考
え

る
か
。

（
�
）

適
正
な
土
地
補
償
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
と
の
住
民
か
ら
の
批
判
に
対
応
す
る
た
め
第
三
者
機
関
を
設
立
し
、
調

査
を
行
う
な
ど
の
方
法
が
あ
る
が
ど
う
考
え
る
か
。

（
�
）

立
ち
退
き
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
住
民
、
特
に
土
地
の
ほ
と
ん
ど
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
農
業
従
事
者
な
ど
の
住
民
に

今
後
の
生
活
設
計
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
対
策
が
取
ら
れ
て
い
る
の
か
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

四

工
事
現
場
で
の
雇
用
・
労
働
条
件
等
に
つ
い
て

（
�
）

当
方
が
入
手
し
た
情
報
に
よ
る
と
、
取
水
堰
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
門
で
仕
事
を
し
て
い
た

M
a
u
v
ice

O
d
e
h
ia
m
b
o

氏
（
労
働
番
号
六
四
七
）
は
、
労
働
条
件
や
賃
金
に
つ
い
て
事
業
者
側
と
交
渉
す
る
た
め
に
三
百
名

五



ほ
ど
の
労
働
者
と
一
緒
に
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
い
、
他
の
数
名
と
共
に
二
〇
〇
一
年
一
月
八
日
に
解
雇
さ
れ
て
い
る
。

本
事
業
の
工
事
現
場
で
は
組
合
の
結
成
は
硬
く
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
組
合
を
結
成
す
る
と
す
ぐ
に
解
雇
さ
れ
る
と
の

こ
と
だ
が
、
こ
れ
は
事
実
な
の
か
。

（
�
）

二
〇
〇
一
年
三
月
現
在
、
工
事
現
場
で
は
千
五
百
五
十
九
名
が
雇
用
さ
れ
て
い
る
が
、
事
業
に
よ
っ
て
直
接
影
響

を
受
け
る
世
帯
か
ら
の
雇
用
は
六
十
三
名
と
全
体
の
四
％
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
現
状
を
見
る
限
り
、
事
業
に

よ
っ
て
直
接
影
響
を
受
け
る
人
々
、
地
域
か
ら
の
優
先
的
な
雇
用
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う

な
状
況
は
今
後
改
善
さ
れ
る
予
定
な
の
か
。

（
�
）

二
〇
〇
一
年
三
月
に
行
っ
た
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
工
事
現
場
の
ガ
ー
ド
マ
ン
の
給
与
は
二
〇
〇
〇

K
sh
s/

月
で
あ
り
ケ
ニ
ア
の
最
低
賃
金
三
三
六
七

K
sh
s/

月
（
二
〇
〇
〇
年
）
を
下
回
っ
て
い
る
と
の
報
告
を
受

け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
事
実
な
の
か
。

五

工
事
に
伴
う
地
域
環
境
へ
の
影
響
に
つ
い
て

（
�
）

二
〇
〇
〇
年
八
月
十
八
日
付
でO

b
o
ch

保
健
所
か
ら
出
さ
れ
た
報
告
書
は
、
キ
ャ
ン
プ
サ
イ
ト
付
近
か
ら
取
水

堰
付
近
ま
で
の
ア
ク
セ
ス
道
路
か
ら
五
百
メ
ー
ト
ル
以
内
に
あ
る
両
端
の
十
一
件
ず
つ
の
家
族
を
訪
問
し
、
ア
ク
セ

六



ス
道
路
か
ら
の
埃
に
よ
る
人
体
、
家
畜
、
水
、
農
作
物
、
衣
服
、
植
物
な
ど
へ
の
影
響
を
調
査
し
た
結
果
を
報
告
し

て
い
る
。
こ
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
工
事
現
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
付
近
の
埃
の
被
害
に
よ
っ
て
子
ど
も
に
喘
息
や

肺
病
が
発
生
す
る
、
道
路
際
のW

a
te
r
K
io
sk

の
管
理
を
行
っ
て
い
る
女
性
が
片
目
の
視
力
を
失
う
、
家
畜
が
視

力
を
失
う
な
ど
事
態
は
深
刻
で
、
至
急
に
対
策
が
取
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
対
応
す

る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
対
策
が
取
ら
れ
て
い
る
の
か
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

ま
た
、
す
で
に
深
刻
な
被
害
を
受
け
て
い
る
人
々
に
ど
の
よ
う
な
補
償
が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
か
。

（
�
）

当
方
が
入
手
し
た
情
報
に
よ
る
と
、
ト
ン
ネ
ル
工
事
付
近
（A

u
d
it

二
）
か
ら
の
汚
水
に
よ
っ
て
、
バ
ナ
ナ
や

芋
な
ど
を
栽
培
し
て
い
た
地
域
住
民
の
農
地
耕
作
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
の
報
告
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
事
実
な
の
か

確
認
さ
れ
た
い
。
ま
た
事
実
で
あ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
被
害
が
広
が
ら
な
い
た
め
に
、
今
後
ど
の
よ
う
な
対
策
が
取
ら

れ
る
予
定
か
。

（
�
）

二
〇
〇
〇
年
十
月
の
ト
ン
ネ
ル
工
事
の
開
始
後
に
、
ト
ン
ネ
ル
工
事
付
近
（A

u
d
it

二
）
で
年
中
涸
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
周
辺
地
域
の
泉
や
小
川
が
突
然
涸
れ
る
事
態
が
生
じ
た
。
地
元
住
民
か
ら
、
ト
ン
ネ
ル
工
事
に
よ
っ
て

地
下
の
水
脈
が
断
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
泉
や
小
川
の
枯

七



渇
と
ト
ン
ネ
ル
工
事
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
現
在
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。

（
�
）

一
九
九
一
年
七
月
の
『
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
報
告
書
』
に
よ
る
と
、
工
事
現
場
の
ア
ク
セ
ス
道
路
の
整
備
は
地
元

住
民
へ
の
利
益
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
ア
ク
セ
ス
道
路
か
ら
の
埃
の
被
害
は
周
辺
住
民
に
広
が
っ
て

お
り
、
深
刻
な
健
康
被
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
ア
ク
セ
ス
道
路
は
土
壌
の
侵
食
な
ど
を
伴
い

従
来
住
民
が
使
っ
て
い
た
道
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
の
報
告
を
受
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
事
実
な
の
か
。

（
�
）

ま
た
、
工
事
の
た
め
に
特
定
の
地
域
で
大
量
の
砂
を
採
取
し
た
た
め
に
土
壌
の
荒
廃
が
進
み
、
そ
の
地
域
で
は
農

地
に
適
さ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
が
こ
れ
は
事
実
な
の
か
。

六

地
域
の
保
健
衛
生
に
つ
い
て

一
九
九
一
年
七
月
の
『
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
報
告
書
』
に
お
い
て
事
業
に
伴
う
マ
ラ
リ
ア
、
水
系
伝
染
病
や
住
血
吸
虫
病

等
の
増
発
の
恐
れ
が
指
摘
さ
れ
る
一
方
、
工
事
現
場
へ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
に
お
け
る
埃
な
ど
工
事
に
伴
う
健
康
被
害
の
深
刻

化
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
健
施
設
の
充
実
な
ど
地
域
住
民
の
健
康
に
対
す
る
適
切
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い

が
、
今
後
改
善
の
予
定
は
あ
る
の
か
。

七

事
業
に
伴
う
汚
職
に
つ
い
て

八



（
�
）

土
地
へ
の
補
償
金
支
払
い
の
際
に
、
土
地
所
有
者
の
一
部
の
土
地
を
土
地
所
有
者
が
全
く
知
ら
な
い
間
に
別
の
人

物
に
貸
し
出
し
て
い
た
こ
と
に
し
て
、
補
償
金
の
一
部
を
借
り
手
の
名
義
で
騙
し
取
る
と
い
う
ケ
ニ
ア
電
力
公
社
に

よ
る
汚
職
が
告
発
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
事
実
な
の
か
。

（
�
）

ケ
ニ
ア
電
力
公
社
の
職
員
が
雇
用
の
際
に
不
当
な
仲
介
料
（
七
〇
〇
〇
〜
一
〇
〇
〇
〇K

sh
s

）
を
徴
収
し
て
い

る
と
の
報
告
を
受
け
て
い
る
が
、
こ
れ
も
事
実
な
の
か
。

（
�
）

こ
う
し
た
汚
職
に
関
す
る
告
発
を
受
け
て
、
事
業
に
関
わ
る
汚
職
に
つ
い
て
の
実
態
調
査
を
行
う
予
定
は
あ
る

か
。
調
査
を
行
な
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
明
確
に
示
さ
れ
た
い
。

八

事
業
に
関
わ
る
人
権
侵
害
に
つ
い
て

（
�
）

二
〇
〇
〇
年
二
月
に
開
か
れ
た
本
事
業
に
関
わ
る
地
元
で
の
住
民
集
会
は
「
違
法
集
会
」
と
さ
れ
、
集
会
に
参
加

し
た
住
民
数
十
人
が
逮
捕
さ
れ
た
。
こ
の
時
集
会
を
取
材
し
て
い
た
日
本
人
記
者
（
朝
日
新
聞
及
び
共
同
通
信
社
）

も
住
民
と
共
に
逮
捕
さ
れ
一
時
拘
束
さ
れ
た
が
、
彼
ら
の
話
に
よ
る
と
彼
ら
を
警
察
署
ま
で
搬
送
し
た
の
は
工
事
を

受
注
し
た
日
本
企
業
「
鴻
池
組
」
の
車
両
だ
っ
た
と
聞
い
た
。
政
府
は
こ
の
よ
う
な
事
業
に
関
わ
る
人
権
抑
圧
を
ど

の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
。

九



（
�
）

二
〇
〇
〇
年
十
二
月
二
十
六
日
、
本
事
業
の
社
会
・
環
境
問
題
を
指
摘
し
て
い
るN

G
O

の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、

A
rg
w
in
g
s
O
d
e
ra

氏
が
地
域
住
民
が
自
由
な
往
来
を
し
て
い
る
場
所
に
お
い
て
、
「
許
可
な
く
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

サ
イ
ト
へ
立
ち
入
っ
た
」
と
し
て
、
鴻
池
組
の
警
備
員
か
ら
暴
行
を
受
け
た
上
に
銃
で
撃
た
れ
て
逮
捕
さ
れ
、
拷
問

を
受
け
た
。
彼
は
そ
の
後
留
置
所
を
転
々
と
さ
せ
ら
れ
て
、
七
日
間
家
族
や
弁
護
士
と
連
絡
を
取
る
こ
と
も
許
さ
れ

な
か
っ
た
。
政
府
は
こ
の
よ
う
な
事
業
に
関
わ
る
人
権
侵
害
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
か
。

（
�
）

こ
の
よ
う
な
人
権
侵
害
は
、
ケ
ニ
ア
国
内
法
に
お
い
て
も
違
法
で
は
な
い
の
か
。
ケ
ニ
ア
国
内
法
上
の
問
題
を
示

さ
れ
た
い
。

（
�
）

ま
た
、
国
際
人
権
規
約
上
本
件
の
よ
う
な
人
権
侵
害
は
問
題
で
は
な
い
の
か
。
国
際
法
上
の
問
題
点
を
示
さ
れ
た

い
。

（
�
）

二
〇
〇
一
年
一
月
二
十
四
日
の
住
民
集
会
で
工
事
現
場
で
の
不
当
な
解
雇
に
つ
い
て
発
言
し
た
地
元
住
民
は
、
会

場
の
外
で
数
十
人
の
若
者
に
ナ
イ
フ
で
襲
わ
れ
た
。
若
者
達
は
ケ
ニ
ア
電
力
公
社
に
雇
わ
れ
て
い
た
と
の
報
告
が
地

元
住
民
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
以
外
に
も
日
本
政
府
関
係
者
、N

G
O

な
ど
に
問
題
を
指
摘
し
な
い
よ
う
に
と

の
ケ
ニ
ア
電
力
公
社
に
よ
る
地
元
住
民
へ
の
脅
し
が
続
い
て
い
る
と
の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
問
題

一
〇



点
を
指
摘
し
よ
う
と
す
る
人
々
へ
の
脅
し
は
事
業
に
お
け
る
問
題
を
解
決
の
方
向
に
向
け
る
ど
こ
ろ
か
、
問
題
を
歪

め
、
対
立
を
助
長
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
受
け
、
ど
う
対
応
す
る
の
か
。

（
�
）

政
府
は
事
業
に
関
わ
る
人
権
侵
害
に
つ
い
て
の
実
態
調
査
を
行
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
実
態
調
査
を
行
な
わ
な
い

の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
示
さ
れ
た
い
。

九

事
業
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

（
�
）

一
九
九
九
年
九
月
に
政
府
は
本
案
件
へ
の
第
二
期
分
の
借
款
供
与
に
つ
い
て
の
「
事
前
通
報
」
を
行
な
っ
て
い
る

が
、
こ
の
時
点
で
事
業
に
伴
う
社
会
・
環
境
問
題
、
人
権
問
題
に
つ
い
て
の
確
認
は
行
わ
れ
て
い
た
の
か
。

（
�
）

行
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
確
認
を
行
っ
た
者
の
氏
名
と
役
職
名
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

ま
た
、
確
認
内
容
に
つ
い
て
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

十

環
境
特
別
金
利
の
適
応
に
つ
い
て

（
�
）

本
案
件
に
は
環
境
特
別
金
利
が
適
応
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
適
応
基
準
を
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

問
題
の
多
い
本
事
業
に
対
し
て
環
境
特
別
金
利
が
適
応
さ
れ
る
理
由
を
述
べ
よ
。

十
一

ま
と
め

一
一



（
�
）

以
上
の
点
を
十
分
に
考
慮
し
た
上
で
、
事
業
の
必
要
性
、
妥
当
性
、
正
当
性
に
つ
い
て
の
検
証
、
評
価
は
適
切
に

行
な
わ
れ
て
い
る
の
か
。
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の
検
証
、
評
価
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。

（
�
）

今
後
、
こ
う
し
た
問
題
を
事
前
に
防
ぐ
た
め
に
政
府
と
し
て
ど
う
対
応
さ
れ
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

一
二


